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箕 面 市

参 考 資 料



物 品 契 約 書

上記の物品売買について 、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の

条項（適用除外条項は、上記６のとおり）によって 公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。

この契約の締結を証するため､本書２通を作成し､当事者記名押印の上､各１通を保有する｡

令和 ５ 年 ５ 月 １ 日

発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市長 上 島 一 彦 印

受 注 者 所 在 地 大阪市此花区北港一丁目４番６４号

商号又は名称 大阪トヨペット株式会社 法人営業部

代 表 者 部長 篠 塚 透 ㊞

１ 物 件 名 高規格救急自動車

２ 納 入 場 所 箕面市箕面五丁目地内

３ 納 入 期 限 令和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日

４

契 約 金 額

百 拾 億

￥

千

２

百

３

拾

１

万

０

千

０

百

０

拾

０

円

０

うち取引に係る
消費税及び地方
消費税の額

￥ ２ １ ０ ０ ０ ０ ０

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第
28条第1項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び第72条の83
の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、消費
税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の8を乗じて得た額とする。

５ 契 約 保 証 金 免 除

６ 適用除外条項

－ 2 －



(以下省略)

－ 3 －



物 品 契 約 書

上記の物品売買について 、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の

条項（適用除外条項は、上記６のとおり）によって 公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。

この契約の締結を証するため､本書２通を作成し､当事者記名押印の上､各１通を保有する｡

令和 ５ 年 ５ 月 ８ 日

発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市長 上 島 一 彦 印

受 注 者 所 在 地 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

商号又は名称 株式会社モリタ 関西支店

代 表 者 支店長 土 居 典 生 ㊞

１ 物 件 名 水槽付消防ポンプ自動車（Ⅱ型）

２ 納 入 場 所 箕面市箕面五丁目地内

３ 納 入 期 限 令和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日

４

契 約 金 額

百 拾 億

￥

千

６

百

８

拾

５

万

３

千

０

百

０

拾

０

円

０
うち取引に係る
消費税及び地方
消費税の額

￥ ６ ２ ３ ０ ０ ０ ０

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第
28条第1項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び第72条の83
の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、消費
税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の8を乗じて得た額とする。

５ 契 約 保 証 金 免 除

６ 適用除外条項

－ 4 －



(以下省略)

－ 5 －



物 品 契 約 書

上記の物品売買について 、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の

条項（適用除外条項は、上記６のとおり）によって 公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。

この契約の締結を証するため､本書２通を作成し､当事者記名押印の上､各１通を保有する｡

令和 ５ 年 ５ 月 ８ 日

発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市長 上 島 一 彦 印

受 注 者 所 在 地 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

商号又は名称 株式会社モリタ 関西支店

代 表 者 支店長 土 居 典 生 ㊞

１ 物 件 名 小型水槽付消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

２ 納 入 場 所 箕面市箕面五丁目地内

３ 納 入 期 限 令和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日

４

契 約 金 額

百 拾 億

￥

千

４

百

７

拾

６

万

３

千

０

百

０

拾

０

円

０
うち取引に係る
消費税及び地方
消費税の額

￥ ４ ３ ３ ０ ０ ０ ０

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第
28条第1項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び第72条の83
の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、消費
税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の8を乗じて得た額とする。

５ 契 約 保 証 金 免 除

６ 適用除外条項

－ 6 －



(以下省略)

－ 7 －



物 品 契 約 書

上記の物品売買について 、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の

条項（適用除外条項は、上記６のとおり）によって 公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこ

れを履行するものとする。

この契約の締結を証するため､本書２通を作成し､当事者記名押印の上､各１通を保有する｡

令和 ５ 年 ５ 月 ８ 日

発 注 者 大阪府箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市長 上 島 一 彦 印

受 注 者 所 在 地 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３

商号又は名称 株式会社モリタ 関西支店

代 表 者 支店長 土 居 典 生 ㊞

１ 物 件 名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型・普通免許対応車）

２ 納 入 場 所 箕面市箕面五丁目地内

３ 納 入 期 限 令和 ６ 年 ２ 月 ２９ 日

４

契 約 金 額

百 拾 億

￥

千

２

百

３

拾

２

万

１

千

０

百

０

拾

０

円

０
うち取引に係る
消費税及び地方
消費税の額

￥ ２ １ １ ０ ０ ０ ０

（注）「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和63年法律第108号）第
28条第1項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の82及び第72条の83
の規定により算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。ただし、消費
税及び地方消費税の軽減税率の適用となる場合は、108分の8を乗じて得た額とする。

５ 契 約 保 証 金 免 除

６ 適用除外条項

－ 8 －



(以下省略)
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箕面市立桜井駅前駐車場の指定管理に関する協定書

箕面市（以下「甲」という。）とレアル・ユウ株式会社（以下「乙」という。）は、箕面

市立桜井駅前駐車場（以下「駐車場」という。）の指定管理に関する事項について、箕面市

道路附属物駐車場条例（令和５年箕面市条例第９号。以下「条例」という。）及び箕面市道

路附属物駐車場条例施行規則（令和５年箕面市規則第３９号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、次のとおり協定を締結する。

第１章 総 則

（指定管理者の責務）

第１条 乙は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）その他関係法

令及び条例、規則その他関係規定並びに本協定に定めるところに則り、信義に従い誠実

にこれを履行し、駐車場が円滑に運営されるよう管理しなければならない。

（管理する施設）

第２条 乙が指定管理者として管理を行う駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

（１）名称 箕面市立桜井駅前駐車場

（２）位置 箕面市桜井二丁目三三二番

２ 乙は、善良なる管理者の注意をもって駐車場を管理しなければならない。

（指定期間等）

第３条 甲が、乙を指定管理者として指定する期間は、令和５年８月１日から令和１０年

３月３１日までとする。

２ 指定管理者が行う業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとす

る。

第２章 業務の範囲

（業務の範囲）

第４条 乙は、次に掲げる業務を行うものとする。

（１）条例第３条及び第５条に規定する業務

（２）甲又は甲の関係機関が主催する事業への協力に関する業務
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（３）災害時の対応に関する業務

（４）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めて定める業務

２ 前項の業務（以下単に「業務」という。）を行うに当たっては、本協定に定める事項

のほか、箕面市立桜井駅前駐車場指定管理者募集要項（以下「募集要項」という。）及

び箕面市立桜井駅前駐車場業務水準書（以下「業務水準書」という。）に定める事項、

並びに乙が箕面市立桜井駅前駐車場指定管理者の募集にて応募（提案）書類に記載した

事項を遵守するものとする。

第３章 業務の実施

（業務の実施）

第５条 乙は、関係法令等のほか、第１３条に規定する事業計画書等に従って業務を実施

するものとする。

（第三者への委託）

第６条 乙は、業務を行うに当たり、あらかじめ書面により甲の承認を得て、業務の一部

を第三者に委託することができる。この場合において、乙は、当該委託に関して全ての

責任を負い、及び費用を負担するものとする。

（緊急時等の対応）

第７条 乙は、災害等の緊急事態が生じたとき、又は生じるおそれがあると判断したとき

は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、甲又は甲の関係機関にその旨を連絡しなけれ

ばならない。

２ 乙は、緊急事態に備えて、防災対策、防犯対策等の危機管理マニュアルを作成し、業

務の従事者に周知するとともに、甲にその写しを提出するものとする。

３ 乙は、市域内で災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、箕面

市地域防災計画に定めるところにより甲が災害対策本部を設置したときは、甲又は甲の

関係機関の指示に従わなければならない。

４ 大規模な災害時に箕面市災害時における特別対応に関する条例（平成２４年箕面市条

例第１号）第５条の規定により特別対応の宣言が出されたときは、乙は、同条例の定め

るところにより、管理等を行わなければならない。

（公益通報等の報告）

第８条 乙の役員又は乙の従業員は、箕面市職員等の公益通報に関する要綱（平成１９年
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箕面市訓令第５４号）第５条第１項の規定に基づき、業務及び自主事業について通報窓

口に公益通報をすることができる。

２ 乙の役員又は乙の従業員は、甲又は箕面市職員等の公益通報に関する要綱第７条に規

定する公益通報処理委員会が行う公益通報に関する調査に誠実に協力しなければならな

い。

３ その他、公益通報等の取扱いに関しては、箕面市職員等の公益通報に関する要綱の規

定に基づき処理を行うものとする。

（情報公開、文書の管理等）

第９条 乙は、箕面市情報公開条例（平成１７年箕面市条例第２号）の趣旨を踏まえ、積

極的に駐車場の管理運営に関する情報の公開に努めなければならない。

２ 乙は、業務に関わって作成し、又は取得した文書、図面（写真、スライド及びマイク

ロフィルムを含む。）及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られた記録をいう。）（以下これらを「対象文書」と

いう。）について、適正に管理し、保存しなければならない。

３ 甲は、対象文書であって甲が保有していないものに関し箕面市情報公開条例に基づく

開示の申し出があったときは、乙に対し、当該対象文書の写しを提出するよう求めるも

のとする。

４ 乙は、特段の事情がない限り、前項の規定による求めを拒むことができない。

５ 乙は、指定期間の満了と同時に、対象文書について、甲の指示に従い、甲又は甲の指

定する者に対し、引き継ぐ等の処理を行わなければならない。

（個人情報の取扱い）

第１０条 乙は、条例第１６条の規定を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

（１）乙は、個人情報に係る事務の全部又は一部分を第三者に委任し、又は請け負わせ

てはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで

ない。

（２）乙は、前項に規定する委任又は請負を行わせようとするときは、あらかじめ、受

任者又は下請負人の名称、業務内容及びその他甲が必要とする事項を書面により甲

に通知しなければならない。

（３）乙及び乙の従事者は、個人情報を指定管理業務の履行目的以外に利用し、又は使

用してはならず、かつ、これらを機密として保持し、事前に甲の書面による承諾を

得ることなく、第三者に提供してはならない。
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（４）乙及び従事者は、本協定に規定するもののほか、甲の承諾なしに個人情報を複写

又は複製をしてはならない。

（５）乙は、指定管理業務に従事する者に対し、個人情報の保護に関する法律及び箕面

市個人情報の保護に関する法律施行条例その他個人情報に関する法令等の説明を行

うなど、個人情報の適正な取扱いについて、あらゆる機会を通じ、絶えず教育し訓

練しなければならない。

（人権研修の実施）

第１１条 乙は、業務に従事する者が人権について、正しい認識をもって業務を遂行でき

るよう、人権研修を行うものとする。

第４章 備品等の扱い

（乙による備品の購入等）

第１２条 乙は、業務を行うにあたり必要な備品等を購入又は調達することができる。

２ 前項により購入した備品は乙に帰属するものとし、これを管理するものとする。

第５章 業務実施に係る甲の確認事項

（事業計画書等の提出等）

第１３条 乙は、申請内容を踏まえ、次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出し

なければならない。

（１）管理運営の体制

（２）管理運営業務の実施計画書（駐車場利用計画台数、施設利用計画、保守点検及び

維持修繕実施計画等）

（３）管理運営に要する経費の総額及び内訳

（４）その他甲が必要と認める事項

２ 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、乙に対し、必要な指示を

することができる。

（事業報告書等の提出）

第１４条 乙は、毎年度終了後30日（指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、

その取り消された日から30日）以内に、次に掲げる内容を記載した事業報告書及び経営

状況等決算書を甲に提出しなければならない。
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（１）指定管理者の名称

（２）主たる事業所の所在地

（３）代表者氏名並びに担当者の氏名及び連絡先

（４）管理運営業務の実施状況（利用者数等）

（５）駐車場利用状況（時間帯別稼働率、時間帯別利用台数・利用料金無料の月別、日

別利用台数・月別駐車利用台数・平日、休祭日の利用状況・駐車利用料金及びサ

ービスの状況・その他）

（６）利用料金収入の実績

（７）保守点検、修繕その他管理に要した経費等の収支状況

（８）個人情報の保護及び情報公開体制

（９）その他甲が必要と認める事項

（業務報告書等の提出）

第１５条 乙は、施設ごとに利用状況（駐車場利用台数、収入等）に関する月報及び日報

を業務報告書としてとりまとめ、翌月15日までに甲に提出しなければならない。

２ 乙は、前項の提出のほか、駐車施設における事故の発生又は利用者からの重大な苦

情への対応など、緊急を要する事項については、速やかに甲に報告し、必要に応じて

甲の指示を受けなければならない。

（甲による業務実施状況の確認）

第１６条 甲は、乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施

状況の確認を行うものとする。

２ 甲は、前項に規定する確認のほか、法第２４４条の２第１０項の規定により業務の実

施状況又は経理状況を確認することを目的として、随時、乙に対して必要な報告を求め、

又は実地に調査することができる。

３ 乙は、甲から前項の規定による報告の徴収又は実地調査を行う通知を受けたときは、

合理的な理由がある場合を除いて、これに応じなければならない。

（甲による業務の改善の指示）

第１７条 甲は、前条の規定による報告の徴収又は実地調査の結果、業務が募集要項の内

容を満たしていないと認めるときは、法第２４４条の２第１０項の規定により乙に対し

て業務の改善を指示するものとする。

２ 甲は、乙が第１９条第２項の規定による必要な措置を講じなかったときは、前項に規

定する業務の改善を指示することができる。
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３ 乙は、前２項の指示を受けたときは、速やかにそれに応じなければならない。

（重要事項の変更の届出）

第１８条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者に変更等があったときは、遅滞なく甲

に届け出なければならない。

（評価の実施）

第１９条 乙は、甲が業務の実施状況についての評価を実施しようとするときは、次に掲

げる事項のうち甲が必要と認めるものを実施しなければならない。

（１）利用者の意見等を聴取するためのアンケートの実施

（２）利用者の意見等を聴取するための意見交換会

（３）評価の実施に必要な資料の作成

（４）評価の実施時における説明

（５）前各号に掲げるもののほか、評価の実施に関すること

２ 乙は、業務の実施状況について甲が行った評価の結果、業務の改善の必要があると認

められたときは、当該評価の結果を尊重して必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第６章 利用料金及び納付金等

（利用料金）

第２０条 甲は、乙に駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を乙の収入

として収受させるものとする。なお、指定期間の満了後において、指定期間中の利用

に係る未収利用料金は、乙に帰属する。

２ 利用料金の額は、乙があらかじめ甲の承認を得て定める。利用料金の額を変更しよ

うとするときも、同様とする。

（納付金）

第２１条 乙は、指定期間の各会計年度において、次表に定める金額を甲の指定する方

法により、納付するものとする。

年度 納付金額

令和５年度 ８，０００円

令和６年度 １２，０００円

令和７年度 １２，０００円
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２ やむを得ない事情により納付額を変更する場合は、甲乙協議して定めるものとする。

第７章 損害賠償及び不測事態

（リスクの分担）

第２２条 駐車場の管理に伴うリスク（予測できない危険及び責任の負担をいう。）の分担

については、本協定に定めるもののほか、次に掲げる表に定めるとおりとする。

※乙が施設の不備等を認識できる状態にあったにもかかわらず、適切な対応を欠いてい

た場合は、乙のリスクとします。

２ 前項に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙協議して、当該リスク

の分担を定めるものとする。

（損害賠償等）

第２３条 乙は、駐車場の管理に伴い、乙の責めに帰すべき事由により利用者又は第三者

に損害を及ぼしたときは、速やかに甲に報告するとともに、乙がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、当該賠償のうち甲の責めに帰すべき事由により生じた賠償につ

令和８年度 １２，０００円

令和９年度 １２，０００円

合 計 ５６，０００円

項目 指定管理者 市

施設管理に必要な資金の確保 ○

管理業務開始前の業務引き継ぎに関するコスト ○

本事業に直接影響のある法令等の変更 協議事項

物価の変動 ○

施設設置者の責任による事業の中止・遅延 ○

指定管理者の責任による事業の中止・遅延 ○

不可抗力による事業の中止・遅延 協議事項

指定管理者の事業放棄・破綻 ○

施設及び物品の修繕等の費用 ○

火災等の事故（管理瑕疵） ○

第三者に損害を与えた場合（管理瑕疵） ○
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いては、甲が負担するものとする。

２ 前項の場合において、第三者との間に紛争が生じたときは、乙は、乙の費用負担にお

いて解決に当たる。ただし、前項ただし書により甲の負担となった場合を除く。

３ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した

ときは、乙に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することがで

きるものとする。

（不測事態発生時の対応）

第２４条 乙は、不測事態が発生した場合において、不測事態の影響を早期に除去すべく

早急に対応措置をとり、不測事態により発生する損害、損失又は増加費用を最小限にす

るよう努力しなければならない。

（不測事態によって発生した費用負担等）

第２５条 乙は、不測事態の発生に起因して乙に損害、損失又は増加費用が発生した場合

は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。

２ 甲は、前項の通知を受け取ったときは、書面の内容の確認を行い、乙と協議の上、不

可抗力の判定、費用負担等を決定するものとする。

（不測事態による業務実施の免除）

第２６条 前条第２項に定める協議の結果、不測事態の発生により業務の一部の実施がで

きなくなったと認められるときは、乙が不測事態により影響を受ける限度において本協

定に定める業務を免れるものとする。

第８章 指定期間満了前の指定の取消し等

（指定の取消し等）

第２７条 甲は、乙が第１７条に規定する甲による業務の改善の指示に従わないときは、

法第２４４条の２第１１項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて業務の

全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。

２ 指定の取消し又は業務の停止処分が乙の責めに帰すべき事由によるときは、甲に生じ

た損害は、乙が賠償するものとする。
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（乙による指定の取消しの申出）

第２８条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、管

理を行わないこととなる日の１年以上前までに、甲に申し出なければならない。

２ 前項の規定による指定の辞退により甲に損害が生じたときは、乙がその損害を賠償し

なければならない。

（不測事態による指定の取消し）

第２９条 甲又は乙は、不測事態の発生により、業務の継続等が困難と判断した場合にお

いて、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。

２ 前項の協議の結果、やむを得ないと判断するときは、甲は、指定の取消しを行うもの

とする。

第９章 指定期間満了等の取扱い

（業務の引継ぎ）

第３０条 乙は、指定期間が満了したとき又は条例第９条の規定により指定を取り消され、

若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示す

るところにより、市民サービスの低下を招かないように、甲又は甲が指定する者に対し、

業務の実施に伴って収集した情報、作成した業務マニュアル、事業ノウハウ等を含めて

事務を引き継がなければならない。

（原状復帰義務）

第３１条 乙は、指定の期間が満了したとき、又は条例第９条の規定により、指定を取り

消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき

は、その管理しなくなった駐車場の施設、附属設備等を速やかに原状に復帰し、甲に対

して駐車場を明け渡さなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認める場合においては、乙は駐車場の原状復帰は行わ

ずに、甲が定める状態で甲に対して駐車場を明け渡すことができるものとする。

第１０章 その他

（苦情等への対応）

第３２条 乙は、利用者からの苦情等については、原則として次のように対応する。

（１）乙が行ったサービス内容の苦情等については、乙が処理対応を行い、甲への連絡
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及び報告を行うものとする。また、必要な場合は、甲も処理対応を行うものとする。

（２）乙が行った利用承認・不承認に対する不服申立てについては、法第２４４条の４

第１項の規定により箕面市長への審査請求となる。

（協定の変更）

第３３条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生

じたときは、甲乙協議により、本協定の規定を変更することができるものとする。

（疑義の解釈）

第３４条 本協定及び募集要項に定めのない事項又は本協定及び募集要項の解釈について

疑義が生じたとき、若しくは本協定締結時の想定を超える事態が生じたときは、甲乙協

議により、定めるものとする。

（協定の効力）

第３５条 本協定は、箕面市議会で駐車場に係る「指定管理者の指定の件」が可決された

ときに、協定としての効力を生ずるものとする。

（裁判管轄）

第３６条 本協定に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有す

る。

令和５年（２０２３年）５月１９日

甲 箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市長 上 島 一 彦 □印

乙 兵庫県西宮市田代町４番４―１０３号

レアル・ユウ株式会社

代表取締役 植 山 雄 樹 ○印
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